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平成 26 年度評価者（アセッサー）講習テキストについて、平成 25 年度版からの主な

改訂箇所をお知らせいたします。 

平成 24 年度及び平成 25 年度評価者（アセッサー）講習テキストをご使用の方は、修

正内容（箇所）をご確認の上、内部評価を実施くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

① 申請手数料について（変更） 

 平成 26 年４月の消費税改定に伴い、申請手数料が変更されております。 

 

【平成 25 年度テキスト P9 ⇒平成 26 年度テキスト P9】 

 申請手数料は、特定被災区域の介護事業所・施設に所属する認定申請者は 3,500 円、

それ以外の認定申請者は 7,100 円（ともに税込）となっています。 

 

 

② 評価者（アセッサー）の登録について（新規）  

新たに評価者講習修了後における評価開始の届出期限につき、明記しております。 

平成 24 年度及び 25 年度講習修了評価者につきましては、平成 26 年度末（平成 27

年 3 月 31 日）までに評価を開始しなかった場合には登録が抹消されることとなります。 

 

【平成 26 年度テキスト P10】【３】「できる（実践的スキル）」の内部評価関係 

（ⅲ）評価者（アセッサー）の登録 

評価者（アセッサー）講習修了者は、原則講習修了後 2 か月以内に、1 名以上の被評

価者について、実施機関への評価開始の届け出を行う必要があります。 

評価者講習修了後 1 年間において、一度も評価開始の届け出がない場合は、評価者（ア 

セッサー）登録は抹消となります。 

 ただし、以下の➊～➍に該当する場合は、実施機関が認める期間、評価を開始しない 

ことができます。  

➊ 病気、妊娠、出産、育児、家族の介護等により内部評価を行えない場合 

  ➋ 大規模災害等により内部評価を行うことが著しく困難な場合 

  ➌ 海外出張等により日本国内にいない場合 

  ➍その他、上記➊～➌に準ずるやむを得ない事情があると実施機関が認める場合 

なお、平成 24 年度、平成 25 年度講習修了評価者については、平成 26 年度末（平成

27 年 3 月 31 日）までに評価を開始しなかった場合に、登録を抹消することとします。 

 評価者を更新制とするかどうかは、今後検討することとしています。 

 

評価者（アセッサー）講習テキスト（平成 26 年度版） 

～主な改訂内容（箇所）について～ 
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③外部評価の実施方法について 

 「できる（実践的スキル）」の外部評価関係につきまして、②外部評価の実施方法の

（ⅰ）外部評価の考え方を加筆しております。 

 

【平成 26 年度テキスト P12 】 

【４】「できる（実践的スキル）」の外部評価関係 ②外部評価の実施方法 

（ⅰ）外部評価の考え方 

▶「Ａ」「Ｂ」等という内部評価に対して、第三者の視点から「Ａ」「Ｂ」等と判断できる

ことを確認 

【基本確認事項】 

１ 評価対象となる業務（介護行為等）の実施日や評価の実施日に、被評価者や評 

  価者が実際に勤務しているか。 

２ 評価対象となる業務（介護行為等）が実際に実施されているか。 

３ 評価対象となる業務（介護行為等）が不適切な内容になっていないか。 

 

 

④外部評価審査員の要件について 

「できる（実践的スキル）」の外部評価関係につきまして、④外部評価審査員の要件を

明記しております。 

 

【平成 26 年度テキスト P13 】 

【４】「できる（実践的スキル）」の外部評価関係 

④外部評価審査員の要件 

 外部評価審査員になるためには、以下の➊～➌の全てを満たすことが必要です。なお、

外部評価審査員を更新制とするかどうかは、今後検討することとしています。 

➊属性要件 

以下のアからカまでの要件のいずれかを満たすこと。 

ア 介護キャリア段位制度レベル 4 以上の者  

イ 介護福祉士として 3 年以上実務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士実習指

導者講習会を修了した者（介護福祉士養成実習施設実習指導者Ⅱの要件を満たす

者）  

ウ 実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件に該当している者。具体的には、以下

のいずれかに該当する者 

（ⅰ）介護福祉士養成施設等（社会福祉士及び介護福祉士法第 39 条第１号から第 3

号までに規定する学校又は養成施設）において介護の領域の科目を 5 年以上教

授又は指導した経験を有する者 

（ⅱ）介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後 10 年以上実務に従事

した経験等を有する者 
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エ 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後 5 年以上実務に従事し

た経験等を有し、介護技術講習指導者養成講習を修了した者（介護技術講習指導

者の要件を満たす者） 

オ サービス提供責任者、主任等（チームやユニットを管理・運営し、部下に対して指

導・助言を行う役職に就いている者）又は介護部門のリーダー（課長（係長）、フ

ロアリーダー等） 

カ 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師であって、5 年以上介護サービスに関する

評価又は調査の実務（福祉サービス第三者評価や介護サービス情報公表制度の調査

員等）に従事した経験を有する者 

➋評価者（アセッサー）講習を受講して、優秀な成績で合格すること。 

➌外部評価審査員講習を修了すること。 

 

⑤利用者調査票の様式について（一部変更） 

 利用者調査票の様式が一部変更となり、『２．利用者の状態「利用者の状態を評価し、

以下に記録した年月日（原則として現認評価日）」』を明記することとしております。 

 

【平成 25年度版テキストP28 図表 17 ⇒ 平成 26年度版テキストP28図表 16】 

 図表 16 利用者調査票の様式 
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⑥期末評価票の記入例について 

 期末評価票「評価の根拠」欄の記入例につき、例示と解説の加筆しております。 

 

【平成 25年度版テキストP28 図表 16 ⇒ 平成 26年度版テキストP29図表 17】 

図表 17 期末評価票「評価の根拠」欄の記入例（基本介護技術の評価「現認」の項目

の場合） 
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⑦評価基準について（一部変更） 

介護キャリア段位制度評価基準「Ⅰ．基本介護技術の評価‐２．食事介助-（２）食事

介助ができる‐チェック項目⑤食事の量や水分量の記録をしたか」の評価方法について、

「現認（平成 24 年度・平成 25 年度版）」から「記録確認（平成 26 年度）」へと変更

をしております。 

 

旧【平成 24 年度版テキスト P44】  

【平成 25 年度版テキスト P48】        

       

 

 

  

 

 

 

 

【平成 26 年度版テキスト P48】Ⅰ．基本介護技術の評価 ２．食事介助 

（２）食事介助ができる  ⑤食事の量や水分量の記録をしたか 

 

  

新【平成 26 年度版テキスト P48】 

評価方法 評価方法 

Ⅰ．基本介護技術の評価 ２．食事介助 

（２）食事介助ができる 

 ⑤ 食事の量や水分量の記録をしたか 

Ⅰ．基本介護技術の評価 ２．食事介助 

（２）食事介助ができる 

⑤ 食事の量や水分量の記録をしたか 

①～⑤：現認 

 

①～④：現認 

⑤  ：記録確認 
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【平成 24 年度版テキスト P130、平成 25 年度版テキスト P134  

⇒ 平成 26 年度版テキスト P134】 

 【関係資料】介護プロフェッショナルのキャリア段位制度の評価基準 

Ⅰ．基本介護技術の評価 ２．食事介助 

 （２）食事介助ができる ⑤食事の量や水分量の記録をしたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26 年度版テキストの PDF データにつきましては、キャリア段位制度

専用 WEB よりダウンロード可能です。お手数ではございますが、ご確認

くださいますよう、お願いいたします。 


